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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１動画を構成する複数の第１フレームのいずれかである選択フレームを選択する第１
選択手段と、
　前記第１動画のフレームレートを取得する第１取得手段と、
　前記第１動画と対応する前記第１動画よりもフレームレートが高い第２動画のフレーム
レートを取得する第２取得手段と、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記選択フレームと対応する対象
フレームとして、前記複数の第１フレームにおける前記選択フレームの位置と、前記第１
動画のフレームレートおよび前記第２動画のフレームレートとに基づき特定される特定フ
レームおよび、前記特定フレームの前または後の所定数のフレームを決定する決定手段と
、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記対象フレームを取得する第３
取得手段と、
を有する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記対象フレームを表示部に表示する表示制御を行う制御手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　前記第２フレームの画像解像度は、前記第１フレームの画像解像度よりも高く、
　前記制御手段は、画像解像度が低減された前記対象フレームを前記表示部に表示する表
示制御を行う
ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記複数の第１フレームにおける前記選択フレームの位置と、前記第
２動画のフレームレートを前記第１動画のフレームレートで除算した値との積によって前
記複数の第２フレームにおける前記特定フレームを特定する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１選択手段が前記選択フレームを選択する際に、前記第１動画のフレームレート
が前記第２動画のフレームレートよりも低いことに関する情報を通知する通知手段、をさ
らに有する
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第３取得手段は、前記対象フレームを外部装置から取得する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　ユーザ操作に応じて、前記複数の第１フレームと、前記対象フレームとを含む複数のフ
レームのいずれかを選択する第２選択手段と、
　前記第２選択手段によって選択されなかった対象フレームを削除する削除手段と、
をさらに有する
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　第１動画を構成する複数の第１フレームのいずれかである選択フレームを選択する選択
ステップと、
　前記第１動画のフレームレートを取得する第１取得ステップと、
　前記第１動画と対応する前記第１動画よりもフレームレートが高い第２動画のフレーム
レートを取得する第２取得ステップと、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記選択フレームと対応する対象
フレームとして、前記複数の第１フレームにおける前記選択フレームの位置と、前記第１
動画のフレームレートおよび前記第２動画のフレームレートとに基づき特定される特定フ
レームおよび、前記特定フレームの前または後の所定数のフレームを決定する決定ステッ
プと、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記対象フレームを取得する第３
取得ステップと、
を有する
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
　コンピュータを請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段として機能
させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高解像度且つ高フレームレートの動画（本体動画）と、本体動画と同内容、低解像度、
且つ、低フレームレートの動画（プロキシ動画）との両方を生成する技術が提案されてい
る。プロキシ動画を使用することにより、本体動画を使用するよりも快適に動画の再生や



(3) JP 6632360 B2 2020.1.22

10

20

30

40

50

編集を行うことができる。また、スマートフォン、タブレットデバイス、等の携帯端末で
プロキシ動画に対して行われた編集の結果を、サーバ等に記録された本体動画に反映する
技術も提案されている（特許文献１）。特許文献１には、動画の編集として、動画から切
り出すシーンの指定が記載されている。
【０００３】
　しかしながら、従来の技術では、プロキシ編集の結果を本体動画に反映する処理として
、シーンの開始点と終了点として選択された２つのプロキシフレームに対応する２つの本
体フレームを、フレームレートを考慮して選択する処理が行われるに過ぎない。プロキシ
編集は、プロキシ動画を用いて行われた編集であり、プロキシフレームは、プロキシ動画
のフレームであり、本体フレームは、本体動画のフレームである。そして、プロキシ動画
のフレームレートが本体動画のフレームレートと異なるため（プロキシ動画のフレームレ
ートが本体動画のフレームレートよりも低いため）、プロキシ動画に所望のフレームが存
在するとは限らない。そのため、従来の技術では、プロキシ編集において、ユーザが所望
のフレームを確認できなかったり、所望のフレームとはる異なるフレームが誤選択された
りする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２４６００８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、所望のフレームを高精度に選択可能にする技術を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様は、
　第１動画を構成する複数の第１フレームのいずれかである選択フレームを選択する第１
選択手段と、
　前記第１動画のフレームレートを取得する第１取得手段と、
　前記第１動画と対応する前記第１動画よりもフレームレートが高い第２動画のフレーム
レートを取得する第２取得手段と、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記選択フレームと対応する対象
フレームとして、前記複数の第１フレームにおける前記選択フレームの位置と、前記第１
動画のフレームレートおよび前記第２動画のフレームレートとに基づき特定される特定フ
レームおよび、前記特定フレームの前または後の所定数のフレームを決定する決定手段と
、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記対象フレームを取得する第３
取得手段と、
を有する
ことを特徴とする情報処理装置である。
【０００７】
　本発明の第２の態様は、
　第１動画を構成する複数の第１フレームのいずれかである選択フレームを選択する選択
ステップと、
　前記第１動画のフレームレートを取得する第１取得ステップと、
　前記第１動画と対応する前記第１動画よりもフレームレートが高い第２動画のフレーム
レートを取得する第２取得ステップと、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記選択フレームと対応する対象
フレームとして、前記複数の第１フレームにおける前記選択フレームの位置と、前記第１
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動画のフレームレートおよび前記第２動画のフレームレートとに基づき特定される特定フ
レームおよび、前記特定フレームの前または後の所定数のフレームを決定する決定ステッ
プと、
　前記第２動画を構成する複数の第２フレームのうち、前記対象フレームを取得する第３
取得ステップと、
を有する
ことを特徴とする情報処理方法である。
【０００８】
　本発明の第３の態様は、コンピュータを上述した情報処理装置の各手段として機能させ
ることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、所望のフレームが高精度に選択可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係る再生装置の構成例を示すブロック図
【図２】本実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図
【図３】本実施形態に係る本体動画とプロキシ動画の一例を示す図
【図４】本実施形態に係る動画のファイル構成例を示す図
【図５】本実施形態に係るデータ通信の一例を示す図
【図６】本実施形態に係る本体動画とプロキシ動画の差異の一例を示す図
【図７】本実施形態に係るシステムの処理フローの一例を示すフローチャート
【図８】本実施形態に係るＧＵＩ画像の一例を示す図
【図９】本実施形態に係る再生装置の処理フローの一例を示すフローチャート
【図１０】本実施形態に係るＧＵＩ画像の一例を示す図
【図１１】本実施形態に係るシステムの処理フローの一例を示すフローチャート
【図１２】本実施形態に係る通知処理の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。図１は、本実施形態に係る情報処理装置で
ある再生装置１０００の構成例を示すブロック図である。再生装置１０００は、制御部１
００１、第１の記憶部１００２、第２の記憶部１００３、表示部１００４、操作部１００
５、通信部１００６、音声出力部１００７、等を有する。なお、本実施形態に係る情報処
理装置は再生装置に限られない。例えば、本実施形態に係る情報処理装置として、ＰＣ（
パーソナルコンピュータ）、携帯端末（スマートフォン、タブレットデバイス、携帯型の
メディアプレーヤ、等）、画像表示装置（液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置、プラズマ表
示装置、ＭＥＭＳシャッター方式ディスプレイ装置、等）、サーバ、等が使用されてもよ
い。
【００１２】
　制御部１００１は、制御部１００１に入力された信号、後述のプログラム、等に従って
、種々の演算、再生装置１０００の各機能部の処理を制御する。制御部１００１として、
例えば、中央演算処理装置（ＣＰＵ）を使用することができる。なお、制御部１００１と
して、１つのハードウェアが使用されてもよいし、複数のハードウェアが使用されてもよ
い。複数のハードウェアが処理を分担して実行することにより、再生装置１０００の処理
が制御されてもよい。
【００１３】
　第１の記憶部１００２は、種々のデータを一時的に記憶する記憶部であり、制御部１０
０１の処理（作業）のために使用される。第１の記憶部１００２として、例えば、揮発性
メモリを使用することができる。第２の記憶部１００３は、種々のデータを電気的に記憶
可能な記憶部である。第２の記憶部１００３は、例えば、再生装置１０００で使用される
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種々のプログラム（ファームウェアを含む）、種々の設定情報、等を記憶する。第２の記
憶部１００３として、例えば、不揮発性メモリを使用することができる。
【００１４】
　なお、本実施形態では、再生装置１０００（通信部１００６）によって外部装置から取
得されたデータが第２の記憶部１００３に記録されるが、これに限られない。例えば、再
生装置１０００によって外部装置から取得されたデータは他の記憶部（再生装置１０００
に対して着脱可能な記憶部、または、再生装置１０００に内蔵された他の記憶部）に記録
されてもよい。上記他の記憶部としては、半導体メモリ（メモリカード）、磁気ディスク
（ハードディスク）、光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク）、等を使用する
ことができる。その場合、再生装置１０００は、上記他の記憶部にアクセスし、他の記憶
部に対するデータの読み書き、他の記憶部が記憶しているデータの削除、等を行う機能を
有していればよい。
【００１５】
　表示部１００４は、画面に画像を表示する。表示部１００４は、画像データに基づく画
像の表示、対話的な操作のためのグラフィック画像（文字、アイコン、等）の表示、等を
行う。表示部１００４として、例えば、液晶表示パネル、有機ＥＬ表示パネル、プラズマ
表示パネル、ＭＥＭＳシャッター方式表示パネル、等を使用することができる。なお、表
示部１００４として、再生装置１０００とは別体の画像表示装置が使用されてもよい。再
生装置１０００は、表示部１００４の表示を制御する機能を有していればよい。
【００１６】
　操作部１００５は、再生装置１０００に対するユーザ操作を受け付ける。操作部１００
５は、ユーザ操作に応じた操作信号を制御部１００１に出力する。そして、制御部１００
１は、操作信号に応じた処理を行う。即ち、制御部１００１は、再生装置１０００に対す
るユーザ操作に応じた処理を行う。操作部１００５として、例えば、物理的なボタン、タ
ッチパネル、キーボード、等の入力デバイスを使用することができる。また、操作部１０
０５として、再生装置１０００とは別体の入力デバイスを使用することもできる。再生装
置１０００とは別体の入力デバイスとして、例えば、キーボード、マウス、リモコン、等
を使用することができる。再生装置１０００は、入力デバイスを用いたユーザ操作に応じ
た電気信号を受信する機能を有していればよい。
【００１７】
　通信部１００６は、再生装置１０００を外部装置に接続し、再生装置１０００と外部装
置の間のデータ（制御コマンド、画像データ、等）の送受信を行う。通信プロトコルとし
て、例えば、ＰＴＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＭＴＰ
（Ｍｅｄｉａ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、等を使用することができる。な
お、通信部１００６は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ケーブル
などのケーブルを用いて再生装置１０００を外部装置に接続してもよい。そして、再生装
置１０００と外部装置の間のデータの送受信が、ケーブルを用いて行われてもよい。また
、通信部１００６は、無線ＬＡＮなどを用いて再生装置１０００を外部装置に無線で接続
してもよい。また、再生装置は、外部装置に直接接続されてもよいし、インターネットな
どのネットワーク、サーバ、等を介して外部装置に接続されてもよい。
【００１８】
　音声出力部１００７は、音声データに基づく音声を出力する。音声出力部１００７とし
て、例えば、スピーカーを使用することができる。なお、音声出力部１００７として、再
生装置１０００とは別体の音声出力装置が使用されてもよい。再生装置１０００は、音声
出力部１００７による音声の出力を制御する機能を有していればよい。
【００１９】
　図２は、再生装置１０００の外部装置である撮像装置２０００の構成例を示すブロック
図である。撮像装置２０００は、第１の記憶部２００１、記憶部２００２、制御部２００
３、操作部２００４、撮像部２００５、表示部２００６、光学部材２００７、音声入力部
２００８、通信部２００９、第２の記憶部２０１０、等を有する。なお、再生装置１００
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０の外部装置は撮像装置に限られない。例えば、再生装置１０００の外部装置として、Ｐ
Ｃ、携帯端末、画像表示装置、再生装置、サーバ、等が使用されてもよい。
【００２０】
　制御部２００３は、制御部２００３に入力された信号、後述のプログラム、等に従って
、種々の演算、撮像装置２０００の各機能部の処理を制御する。制御部２００３として、
例えば、ＣＰＵを使用することができる。なお、制御部２００３として、１つのハードウ
ェアが使用されてもよいし、複数のハードウェアが使用されてもよい。複数のハードウェ
アが処理を分担して実行することにより、撮像装置２０００の処理が制御されてもよい。
【００２１】
　第１の記憶部２００１は、種々のデータを一時的に記憶する記憶部であり、制御部２０
０３の処理（作業）のために使用される。第１の記憶部２００１として、例えば、揮発性
メモリ（ＤＲＡＭなど）を使用することができる。第２の記憶部２０１０は、種々のデー
タを電気的に記憶可能な記憶部である。第２の記憶部２０１０は、例えば、撮像装置２０
００で使用される種々のプログラム（ファームウェアを含む）、種々の設定情報、等を記
憶する。第２の記憶部２０１０として、例えば、不揮発性メモリ（フラッシュメモリなど
）を使用することができる。
【００２２】
　光学部材２００７は、レンズ、シャッター、絞り、等を有する。光学部材２００７は、
被写体からの光を撮像部２００５に結像する。具体的には、光学部材２００７は、適切な
タイミングで、被写体からの光の光量を適切な光量に制御し、光量が制御された後の光を
撮像部２００５に結像する。
【００２３】
　撮像部２００５は、光学部材２００７によって結像された光（被写体光）を電気信号に
変換することにより、デジタルデータである画像データを生成する（撮像；撮影）。撮像
部２００５は、撮影によって生成された上記画像データ（撮影画像データ）を出力する。
撮像部２００５として、例えば、ＣＭＯＳセンサ、ＣＣＤセンサ、等の撮像素子を使用す
ることができる。
【００２４】
　記憶部２００２は、種々のデータを記憶可能な記憶部である。例えば、記憶部２００２
には、撮影画像データが記録される。記憶部２００２としては、半導体メモリ（メモリカ
ード）、磁気ディスク（ハードディスク）、光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディ
スク）、等を使用することができる。なお、記憶部２００２は、撮像装置２０００に対し
て着脱可能な記憶部であってもよいし、撮像装置２０００に内蔵された記憶部であっても
よい。撮像装置２０００は、記憶部２００２にアクセスし、記憶部２００２に対するデー
タの読み書き、記憶部２００２が記憶しているデータの削除、等を行う機能を有していれ
ばよい。
【００２５】
　操作部２００４は、撮像装置２０００に対するユーザ操作を受け付ける。操作部２００
４は、ユーザ操作に応じた操作信号を制御部２００３に出力する。そして、制御部２００
３は、操作信号に応じた処理を行う。即ち、制御部２００３は、撮像装置２０００に対す
るユーザ操作に応じた処理を行う。操作部２００４として、例えば、物理的なボタン、タ
ッチパネル、キーボード、等の入力デバイスを使用することができる。また、操作部２０
０４として、撮像装置２０００とは別体の入力デバイスを使用することもできる。撮像装
置２０００とは別体の入力デバイスとして、例えば、キーボード、マウス、リモコン、等
を使用することができる。撮像装置２０００は、入力デバイスを用いたユーザ操作に応じ
た電気信号を受信する機能を有していればよい。
【００２６】
　表示部２００６は、画面に画像を表示する。表示部２００６は、撮影画像データに基づ
く画像の表示、対話的な操作のためのグラフィック画像（文字、アイコン、等）の表示、
等を行う。また、表示部２００６は、撮影対象を表す画像を撮影時に表示することもある
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。即ち、表示部２００６は、電子ビューファインダとして使用されることもある。なお、
表示部２００６として、撮像装置２０００とは別体の表示装置が使用されてもよい。撮像
装置２０００は、表示部２００６の表示を制御する機能を有していればよい。
【００２７】
　音声入力部２００８は、音声入力部２００８に入力された音声に基づいて、音声データ
（音声信号）を生成する。音声入力部２００８として、例えば、マイクロフォンを使用す
ることができる。なお、音声入力部２００８として、撮像装置２０００とは別体の音声入
力装置が使用されてもよい。撮像装置２０００は、音声入力部２００８によって生成され
た音声データを取得する機能を有していればよい。
【００２８】
　通信部２００９は、撮像装置２０００を外部装置に接続し、撮像装置２０００と外部装
置の間のデータ（制御コマンド、画像データ、等）の送受信を行う。
【００２９】
　図３は、撮像装置２０００によって得られた撮影画像（撮影画像データ）の一例を示す
図である。図３において、符号３００１は、図２の撮像装置２０００を示す。撮像装置３
００１は、撮影画像として動画を得る動画撮影を行うことができる。そして、撮像装置３
００１は、１回の動画撮影で、第１動画３００３と第２動画３００２を生成することがで
きる。よって、第１動画３００３は、第２動画３００２と同内容の動画である。第２動画
３００２は、第１動画３００３と対応し、第１動画３００３よりもフレームレートが高い
動画である。即ち、第１動画３００３は、第２動画３００２と対応し、第２動画３００２
よりもフレームレートが低い動画である。そのため、第１動画３００３を使用することに
より、第２動画３００２を使用するよりも快適に動画の再生や編集を行うことができる。
【００３０】
　第１動画３００３の画像解像度と第２動画３００２の画像解像度は特に限定されないが
、図３の例では、第１動画３００３の画像解像度は、第２動画３００２の画像解像度より
も低い。第１動画３００３の画像解像度が第２動画３００２の画像解像度よりも低ければ
、動画（第１動画３００３）の再生や編集をより快適に行うことができる。以後、第１動
画を「プロキシ動画」と記載し、第２動画を「本体動画」と記載する。
【００３１】
　また、撮像装置３００１は、撮影画像として静止画を得る静止画撮影を行うこともでき
る。具体的には、撮像装置３００１は、様々な種類の静止画を得る様々な種類の静止画撮
影、様々な種類の動画を得る様々な種類の動画撮影、等を行うこともできる。
【００３２】
　なお、本体動画３００２の生成とプロキシ動画３００３の生成とは並列に行われてもよ
いし、本体動画３００２を生成した後に本体動画３００２に画像処理を施すことによりプ
ロキシ動画３００３が生成されてもよい。本体動画３００２からプロキシ動画３００３を
生成する処理は、撮像装置３００１とは異なる装置によって行われてもよい。
【００３３】
　なお、本実施形態では、第１動画と第２動画が撮影によって得られた動画である例を説
明するが、第１動画と第２動画は特に限定されない。例えば、第１動画と第２動画は、放
送用コンテンツ（放送番組、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）、等）の動画であってもよ
いし、ＣＧ（コンピュータグラフィック）動画であってもよいし、アニメーションの動画
であってもよい。
【００３４】
　図４は、本体動画のファイル構成例を示す図である。本体動画のファイル（動画ファイ
ル）４００は、属性情報４１０、関連属性情報４２０、フレーム属性情報４３０、及び、
フレームデータ４４０を含む。プロキシ動画のファイル構成は、本体動画のファイル構成
と同様である。具体的には、プロキシ動画は、以下の説明の「本体動画」を「プロキシ動
画」と読み替えたファイル構成を有する。
【００３５】
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　属性情報４１０は、本体動画（動画ファイル４００に対応する本体動画）の属性情報で
ある。例えば、属性情報４１０は、本体動画の撮影日時を示す情報（撮影日時情報）、本
体動画の撮影に使用された撮像装置の機種名（カメラ機種名）、動画ファイル４００のフ
ァイルサイズ、本体動画の画像解像度、スタートタイムコード（本体動画の最初のフレー
ムのタイムコード）、エンドタイムコード（本体動画の最後のフレームのタイムコード）
、本体動画の継続時間、本体動画のフレームレート、本体動画（動画ファイル４００）を
一意に決定するためのＩＤ、その他の付加情報、等を含む。ＩＤとしては、例えば、ＳＭ
ＰＴＥ（Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｌｅｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）で規定されているＵＭＩＤ（Ｕｎｉｑｕｅ　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌ　Ｉｔｅｎｔｉｆｉｅｒ）が使用される。ＵＭＩＤは、動画識別子としてよく用い
られている。
【００３６】
　関連属性情報４２０は、本体動画（動画ファイル４００）に関連するプロキシ動画の属
性情報である。例えば、関連属性情報４２０は、プロキシ動画の継続時間、プロキシ動画
のフレームレート、プロキシ動画のＵＭＩＤ、その他の付加情報、等を含む。属性情報４
１０と関連属性情報４２０は、動画ファイル４００のヘッダ部に記述される。
【００３７】
　フレーム属性情報４３０は、本体動画のフレームの属性情報である。例えば、フレーム
属性情報４３０は、フレームのタイムコード、フレームの撮影に使用された撮影パラメー
タ（シャッタースピード、絞り値、ＩＳＯ感度、撮影モード、等）、その他の付加情報、
等を含む。フレームデータ４４０は、本体動画のフレームの画像データである。フレーム
属性情報４３０は、フレームに関するデータ領域のヘッダ部に記述され、フレームデータ
４４０は、フレームに関するデータ領域の画像データ部に記述される。図４に示すように
、動画ファイル４００は、本体動画の各フレームについて、フレーム属性情報４３０とフ
レームデータ４４０とを含む。
【００３８】
　なお、本体動画のフレームデータ４４０のデータフォーマットと、プロキシ動画のフレ
ームデータ４４０のデータフォーマットとは特に限定されない。例えば、本体動画のフレ
ームデータ４４０として、ＲＡＷ形式の画像データが使用され、プロキシ動画のフレーム
データ４４０として、Ｈ．２６４形式で圧縮された画像データが使用される。
【００３９】
　図５は、撮像装置と再生装置の間のデータの送受信の一例を示す図である。図５におい
て、符号５００１は図２の撮像装置２０００を示し、符号５００２は図１の再生装置１０
００を示す。例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、等を用いた無線通信より、撮像
装置５００１と再生装置５００２の間のデータの送受信が行われる。図５には、プロキシ
動画５００３が撮像装置５００１から再生装置５００２へ送信される様子が示されている
。なお、有線通信によって、撮像装置５００１と再生装置５００２の間におけるデータの
送受信が行われてもよい。また、撮像装置５００１がＳＤカード等の外部ストレージにデ
ータを記録し、外部ストレージが撮像装置５００１から取り外されて再生装置５００２に
装着され、再生装置が外部ストレージからデータを読み出してもよい。
【００４０】
　図６は、本体動画とプロキシ動画の差異の一例を示す図である。以後、本体動画を構成
する複数のフレーム（第２フレーム）のそれぞれを「本体フレーム」と記載し、プロキシ
動画を構成する複数のフレーム（第１フレーム）のそれぞれを「プロキシフレーム」と記
載する。図６の例では、本体動画６００１のフレームレートが１２０ｆｐｓであり、プロ
キシ動画６００２のフレームレートが３０ｆｐｓである。そして、プロキシ動画６００２
は、本体動画６００１から本体フレームを間引いた動画である。図６の例では、連続する
２つのプロキシフレームに対応する２つの本体フレームの間で、３つの本体フレームが間
引かれている。連続する２つのプロキシフレームに対応する２つの本体フレームの間で間
引かれた本体フレームの数である間引き数Ｍは、以下の式１を用いて算出できる。式１に
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おいて、「ＦＲ＿Ｏ」は本体動画のフレームレートであり、「ＦＲ＿Ｐ」はプロキシ動画
のフレームレートである。図６の例では、間引き数Ｍ＝１２０÷３０－１＝３が得られる
。
 
　　Ｍ＝ＦＲ＿Ｏ÷ＦＲ＿Ｐ－１　・・・（式１）
 
【００４１】
　なお、プロキシ動画は、本体動画から本体フレームを間引いた動画でなくてもよい。例
えば、プロキシ動画を構成する複数のプロキシフレームは、本体動画の２つ以上のフレー
ムから生成された補間フレームを含んでいてもよい。その場合、補間フレームの生成に使
用した本体フレームの少なくとも１つを、補間フレームに対応する本体フレームとして解
釈することができる。補間フレームに対応する本体フレームは、補間方法の情報、プロキ
シフレームと本体フレームの対応関係を示す情報、等に基づいて検出することができる。
それらの情報は、例えば、動画ファイルに含まれる。また、本体動画のフレームレートと
、プロキシ動画のフレームレートとは特に限定されない。本体動画のフレームレートは１
２０ｆｐｓより高くても低くてもよく、プロキシ動画のフレームレートは３０ｆｐｓより
高くても低くてもよい。
【００４２】
　図７は、本実施形態に係るシステム（図１の再生装置１０００と、図２の撮像装置２０
００とを有するシステム）の処理フローの一例を示すフローチャートである。図７は、第
１選択処理が再生装置１０００によって行われる場合の処理フローを示す。第１選択処理
では、所望のフレーム（切り出すフレームなど）の候補として、複数のプロキシフレーム
のいずれかが選択される。図７の処理フローの開始時において、再生装置１０００の第２
の記憶部１００３はプロキシ動画を記憶しており、撮像装置２０００の記憶部２００２は
本体動画を記憶しているものとする。
【００４３】
　まず、Ｓ７００１にて、再生装置１０００の制御部１００１が、プロキシ動画を構成す
る複数のプロキシフレームのいずれかを選択する（第１選択処理）。以後、第１選択処理
によって選択された第１フレームを、「選択フレーム」と記載する。第１選択処理の詳細
については後述する。次に、Ｓ７００２にて、制御部１００１が、プロキシ動画の動画フ
ァイル（図４の属性情報４１０）から、プロキシ動画のフレームレートの情報を取得する
。
【００４４】
　そして、Ｓ７００３にて、制御部１００１が、再生装置１０００の通信部１００６を介
して撮像装置２０００に、本体動画のフレームレートの情報を要求する。次に、Ｓ７００
４にて、撮像装置２０００の制御部２００３が、撮像装置２０００の通信部２００９を介
して再生装置１０００からＳ７００３の要求を受信したことに応じて、本体動画のフレー
ムレートの情報を出力する。具体的には、制御部２００３は、本体動画の動画ファイル（
図４の属性情報４１０）から本体動画のフレームレートの情報を取得し、取得した情報を
、通信部２００９を介して再生装置１０００に出力する。その結果、制御部１００１は、
本体動画のフレームレートの情報を、通信部１００６を介して撮像装置２０００から取得
する。
【００４５】
　例えば、Ｓ７００３にて、制御部１００１は、プロキシ動画の動画ファイル（図４の関
連属性情報４２０）から本体動画のＵＭＩＤを取得し、取得したＵＭＩＤを撮像装置２０
００に出力する。制御部２００３は、再生装置１０００から出力されたＵＭＩＤから本体
動画を一意に判別することができる。Ｓ７００４にて、制御部２００３は、再生装置１０
００から出力されたＵＭＩＤに対応する本体動画のフレームレートの情報を、再生装置１
０００に出力する。
【００４６】
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　なお、図４に示すように、本体動画の動画ファイルにプロキシ動画のフレームレートの
情報が含まれていたり、プロキシ動画の動画ファイルに本体動画のフレームレートの情報
が含まれていたりすることがある。プロキシ動画の動画ファイルに本体動画のフレームレ
ートの情報が含まれている場合には、制御部１００１は、プロキシ動画の動画ファイルに
本体動画のフレームレートの情報を取得してもよい。そして、Ｓ７００３とＳ７００４の
処理は省略されてもよい。Ｓ７００３とＳ７００４の処理は、例えば、プロキシ動画の動
画ファイルに本体動画のフレームレートの情報が含まれていない場合に必要となる。
【００４７】
　Ｓ７００５とＳ７００６の処理にて、制御部１００１は、本体動画のフレームレート、
プロキシ動画のフレームレート、及び、選択フレームに基づいて、本体動画の一部の区間
である特定区間を決定する。例えば、特定区間は、本体動画の区間のうち、所望のフレー
ム（切り出すフレームなど）を選択する際に参照すべき区間である。そして、特定区間は
、本体動画の区間のうち、所望のフレームを選択する際に参照する必要がない区間でもあ
る。本実施形態では、本体動画を構成する複数の本体フレームのうち、選択フレームに対
応する本体フレームを含む区間が、特定区間として決定される。これは、所望のフレーム
が、選択フレームの周辺（前後）に存在する可能性が高いためである。
【００４８】
　なお、選択フレームが所望のフレームの候補であることから、選択フレームの１つ前の
プロキシフレームより前の区間には、所望のフレームが含まれていない可能性が高い。そ
のため、選択フレームの１つ前のプロキシフレームに対応する本体フレームは、所望のフ
レームを選択する際に参照する必要がないと考えられる。従って、選択フレームの１つ前
のプロキシフレームに対応する本体フレームを含まない区間が、特定区間として決定され
ることが好ましい。
【００４９】
　また、選択フレームが所望のフレームの候補であることから、選択フレームの１つ後の
プロキシフレームより後の区間にも、所望のフレームが含まれていない可能性が高い。そ
のため、選択フレームの１つ後のプロキシフレームに対応する本体フレームも、所望のフ
レームを選択する際に参照する必要がないと考えられる。従って、選択フレームの１つ後
のプロキシフレームに対応する本体フレームを含まない区間が、特定区間として決定され
ることが好ましい。
【００５０】
　本実施形態では、選択フレームの１つ前のプロキシフレームに対応する本体フレームの
１つ後の本体フレームから、選択フレームの１つ後のプロキシフレームに対応する本体フ
レームの１つ前の本体フレームまでの区間を、特定区間として決定する例を説明する。但
し、特定区間はこれに限られない。例えば、選択フレームに対応する本動画フレームまで
の区間、選択フレームに対応する本動画フレームのｍ１個前または後の本動画フレームま
での区間、等が、特定区間として決定されてもよい（ｍ１は１以上の整数）。選択フレー
ムに対応する本動画フレームからの区間、選択フレームに対応する本動画フレームのｍ２
個前または後の本動画フレームからの区間、等が、特定区間として決定されてもよい（ｍ
２は１以上の整数）。
【００５１】
　また、選択フレームの１つ前のプロキシフレームに対応する本動画フレームからの区間
が、特定区間として決定されてもよい。選択フレームの１つ前のプロキシフレームに対応
する本動画フレームのｍ３個後の本動画フレームからの区間が、特定区間として決定され
てもよい（ｍ３は２以上の整数）。選択フレームの１つ前のプロキシフレームに対応する
本動画フレームのｍ４個前の本動画フレームからの区間が、特定区間として決定されても
よい（ｍ４は１以上の整数）。選択フレームの１つ前のプロキシフレームでなく、選択フ
レームのＭ１個前のプロキシフレームを基準として、特定区間が決定されてもよい（Ｍ１
は２以上の整数）。
【００５２】
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　選択フレームの１つ後のプロキシフレームに対応する本動画フレームまでの区間が、特
定区間として決定されてもよい。選択フレームの１つ後のプロキシフレームに対応する本
動画フレームのｍ５個前の本動画フレームまでの区間が、特定区間として決定されてもよ
い（ｍ５は２以上の整数）。選択フレームの１つ後のプロキシフレームに対応する本動画
フレームのｍ６個後の本動画フレームまでの区間が、特定区間として決定されてもよい（
ｍ６は１以上の整数）。選択フレームの１つ後のプロキシフレームでなく、選択フレーム
のＭ２個後のプロキシフレームを基準として、特定区間が決定されてもよい（Ｍ２は２以
上の整数）。ｍ１～ｍ６、Ｍ１、及び、Ｍ２の値は、予め定められた固定値であってもよ
いし、ユーザが変更可能な値であってもよいし、動画の種類等に応じて自動で決定される
値であってもよい。
【００５３】
　Ｓ７００５にて、制御部１００１は、Ｓ７００２とＳ７００４で取得した情報（本体動
画のフレームレート、及び、プロキシ動画のフレームレート）に基づいて、取得対象の本
体フレームである対象本体フレームの数として、間引き数Ｍを取得する。上述したように
、間引き数Ｍは、連続する２つのプロキシフレームに対応する２つの本体フレームの間で
間引かれた本体フレームの数であり、式１を用いて算出できる。本実施形態では、本体動
画のフレームレートＦＲ＿Ｏ＝１２０ｆｐｓ、且つ、プロキシ動画のフレームレートＦＲ
＿Ｐ＝３０ｆｐｓとする。そのため、数Ｍ＝３が得られる。
【００５４】
　Ｓ７００６にて、制御部１００１は、Ｓ７００１で選択した選択フレーム、Ｓ７００２
とＳ７００４で取得した情報、及び、Ｓ７００５で決定した数Ｍに基づいて、対象本体フ
レームを決定する。特定区間に含まれる全ての本体フレームが対象本体フレームとして決
定されてもよいが、所望のフレームを選択する際に選択フレームが参照可能であるため、
選択フレームに対応する本体フレームが不要となる場合がある。そのため、Ｓ７００６で
は、特定区間に含まれ、且つ、選択フレームに対応しない本体フレームが、対象本体フレ
ームとして決定される。Ｓ７００６の処理について以下に詳しく説明する。
【００５５】
　まず、制御部１００１は、選択フレーム、本体動画のフレームレートＦＲ＿Ｏ、及び、
プロキシ動画のフレームレートＦＲ＿Ｐに基づいて、選択フレームに対応する本体フレー
ムを検出する。動画の最初のフレームを０番目のフレームとすると、選択フレームの時間
位置Ｐ＿Ｐに対応する本体フレームの時間位置Ｐ＿Ｏは、以下の式２を用いて算出できる
。本実施形態では、プロキシ動画のＰ＿Ｐ＝５番目のプロキシフレームが選択フレームと
して選択されたとする。そのため、Ｐ＿Ｏ＝５×（１２０÷３０）＝２０番目の本体フレ
ームが、選択フレームに対応する本体フレームとして検出される。
 
　　Ｐ＿Ｏ＝Ｐ＿Ｐ×（ＦＲ＿Ｏ÷ＦＲ＿Ｐ）　・・・（式２）
 
【００５６】
　次に、制御部１００１は、時間位置Ｐ＿Ｏ（選択フレームに対応する本体フレームの検
出結果）と数Ｍに基づいて、対象本体フレームを決定する。具体的には、Ｐ＿Ｏ番目の本
体フレームの直前のＭ枚の本体フレームと、Ｐ＿Ｏ番目の本体フレームの直後のＭ枚の本
体フレームとが、対象本体フレームとして決定される。本実施形態では、時間位置Ｐ＿Ｏ
＝２０、且つ、数Ｍ＝３である。そのため、２０番目の本体フレームの直前の３つの本体
フレームと、２０番目の本体フレームの直後の３つの本体フレームとが、対象本体フレー
ムとして決定される。即ち、本体動画の１７，１８，１９，２１，２２，２３番目のフレ
ームが、対象本体フレームとして決定される。
【００５７】
　なお、選択フレームに対応する本体フレームと、対象本体フレームとからなる区間が特
定区間であるため、対象本体フレームを決定する処理は「特定区間を決定する処理」と言
うこともできる。また、上述したように特定区間の定義は特に限定されないため、特定区
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間（対象本体フレーム）の決定方法も特に限定されない。例えば、数Ｍを取得せずに特定
区間が決定されてもよい。また、プロキシフレームと本体フレームの対応関係を示す情報
が予め用意されている場合には、予め用意された当該情報と、選択フレームとに基づいて
、選択フレームに対応する本体フレームが検出されてもよい。
【００５８】
　次に、Ｓ７００７にて、制御部１００１が、通信部１００６を介して撮像装置２０００
に、対象本体フレームを要求する。そして、Ｓ７００８にて、制御部２００３が、通信部
２００９を介して再生装置１０００からＳ７００７の要求を受信したことに応じて、対象
本体フレームを、通信部２００９を介して再生装置１０００に出力する。その結果、制御
部１００１は、対象本体フレームを、通信部１００６を介して撮像装置２０００から取得
する（Ｓ７００９）。
【００５９】
　なお、対象本体フレームは、画像解像度の変更などの画像処理が施されずに撮像装置２
０００から再生装置１０００に出力されてもよいし、そうでなくてもよい。例えば、制御
部２００３が、対象本体フレームの画像解像度を低減してもよい。本実施形態では、本体
フレームの画像解像度は、プロキシフレームの画像解像度よりも高い。このような場合に
は、制御部２００３が、対象本体フレームの画像解像度を、プロキシフレームの画像解像
度と略同一の画像解像度に低減してもよい。そして、制御部２００３が、画像解像度が低
減された後の対象本体フレームを再生装置１０００に出力してもよい。本実施形態におい
て、「略同一」は「完全一致」を含む。また、対象本体フレームのサムネイル画像のみが
、撮像装置２０００から再生装置１０００に出力されてもよい。これにより、撮像装置２
０００から再生装置１０００への対象本体フレームの伝送量や伝送時間を低減したり、対
象本体フレームを用いた処理（対象本体フレームの表示、削除、等）を再生装置１０００
が行う際の処理負荷を低減したりできる。
【００６０】
　また、本実施形態では、選択フレームに対応する本体フレームは、対象本体フレームと
して決定されない。そのため、対象本体フレームの総数を低減することができ、撮像装置
２０００から再生装置１０００への対象本体フレームの伝送量や伝送時間を低減できる。
しかし、選択フレームについて高い画像解像度が要求されることがある。そのような場合
には、選択フレームに対応する本体フレームが対象本体フレームとしてさらに決定される
ことが好ましい。
【００６１】
　図８は、Ｓ７００１の第１選択処理が行われる際に再生装置１０００の表示部１００４
に表示されるＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）画像の一例
を示す図である。制御部１００１は、第１選択処理が行われる際に図８に示すＧＵＩ画像
を表示部１００４に表示する表示制御を行う。符号８０００，８１００は、第１選択処理
の方法を示す。図８のＧＵＩ画像には、１つ以上のプロキシフレーム（１つ以上のプロキ
シフレームにそれぞれ対応する１つ以上のサムネイル画像）が配置されている。制御部１
００１は、矢印８１０１のように画面をなぞるスワイプ操作が行われると、表示部１００
４に表示されたプロキシフレーム（サムネイル画像）をスクロールにより他のプロキシフ
レームに切り替える。
【００６２】
　方法８０００では、制御部１００１が、複数のプロキシフレームのいずれかを指定する
ユーザ操作に応じて、指定されたプロキシフレームを選択フレームとして選択する。具体
的には、符号８００１で示すように、プロキシフレームのサムネイル画像を指定するユー
ザ操作が行われると、符号８００２で示すように、制御部１００１は、指定されたサムネ
イル画像に対応するプロキシフレーム（非サムネイル画像）を表示する。その後、決定ボ
タン８００３に対するタッチ操作が行われると、制御部１００１は、指定されたプロキシ
フレームを選択フレームとして決定する。
【００６３】
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　方法８１００では、制御部１００１が、表示部１００４に表示されたプロキシフレーム
（サムネイル画像）に基づいて、選択フレームを選択する。具体的には、符号８１０２で
示すように、制御部１００１は、表示部１００４の所定の位置（中央、右端、左端、等）
にサムネイル画像が表示されたプロキシフレームからＮフレームだけ後のプロキシフレー
ムを、選択フレームとして選択する。Ｎは１以上の整数であり、例えば５０である。なお
、Ｎの値は、予め定められた固定値であってもよいし、ユーザが変更可能な値であっても
よいし、動画の種類等に応じて自動で決定される値であってもよい。また、表示部１００
４に表示されたプロキシフレーム（サムネイル画像）をスクロールにより他のプロキシフ
レームに切り替えるスクロール速度を少なくとも考慮して、Ｎの値が決定されてもよい。
例えば、スクロール速度が速いほど大きい値がＮの値として決定されてもよい。撮像装置
２０００から再生装置１０００へ本体フレームを伝送する際の伝送速度を少なくとも考慮
して、Ｎの値が決定されてもよい。例えば、伝送速度が遅いほど小さい値がＮの値として
決定されてもよい。スクロール速度と伝送速度の一方に基づいてＮの値が決定されてもよ
いし、スクロール速度と伝送速度の両方に基づいてＮの値が決定されてもよい。
【００６４】
　なお、第１選択処理の方法は、上記方法に限られない。例えば、各プロキシフレームの
画像特徴量に基づいて、特定の画像特徴量を有するプロキシフレームが自動的に選択フレ
ームとして選択されてもよい。特定のプロキシフレームを選択することができれば、どの
ような方法でプロキシフレームが選択されてもよい。
【００６５】
　本実施形態では、制御部１００１は、対象本体フレームを取得した後に、複数のプロキ
シフレームと、取得した対象本体フレームとを含む複数のフレームの少なくともいずれか
を表示部１００４に表示する表示制御を行う。例えば、制御部１００１は、対象本体フレ
ームのサムネイル画像を図８のＧＵＩ画像に追加する。それにより、再生装置１０００の
ユーザは、プロキシフレームだけでなく、対象本体フレームをも閲覧することができる。
対象本体フレームのサムネイル画像は、再生装置１０００の内部で生成されてもよいし、
外部から再生装置１０００に入力されてもよい。
【００６６】
　図９は、再生装置１０００の処理フローの一例を示すフローチャートである。図９は、
第２選択処理が再生装置１０００によって行われる場合の処理フローを示す。第２選択処
理では、ユーザ操作に応じて、複数のプロキシフレームと、取得した対象本体フレームと
を含む複数のフレームのいずれかが、所望のフレーム（切り出すフレームなど）として選
択される。図９の処理フローは、図７の処理フローが行われた後に行われる。
【００６７】
　まず、Ｓ９００１にて、制御部１００１が、複数のプロキシフレームと、Ｓ７００９で
取得した対象本体フレームとを含む複数のフレームの少なくともいずれかを表示部１００
４に表示する表示制御を行う。図１０の符号１００００は、Ｓ９００１の処理が行われた
後の表示部１００４の表示形態の一例を示す。Ｓ９００１では、表示形態１００００のよ
うに、選択フレーム１０００１と、６つの対象本体フレーム１０００２とが配置されたＧ
ＵＩ画像を表示する表示制御が行われる。
【００６８】
　次に、Ｓ９００２にて、制御部１００１が、表示された７つのフレームのいずれかを指
定するユーザ操作を待つ。ユーザ操作が行われると、制御部１００１は、指令されたフレ
ームを所望のフレームとして選択する。
【００６９】
　Ｓ９００３にて、制御部１００１が、Ｓ９００２で選択されなかった対象本体フレーム
（非選択フレーム）を自動的に削除する。具体的には、図７のＳ７００９にて、制御部１
００１は、取得した対象本体フレームを第１の記憶部１００２または第２の記憶部１００
３に記録する。そして、Ｓ９００３にて、制御部１００１は、Ｓ９００２で選択されなか
った対象本体フレームを、第１の記憶部１００２または第２の記憶部１００３から削除す
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る。なお、対象本体フレームを削除する処理は、記憶部から対象本体フレームを削除する
処理ではなく、対象本体フレームを画面から消去する処理であってもよい。図１０の符号
１０１００は、Ｓ９００３の処理が行われた後の表示部１００４の表示形態の一例を示す
。表示形態１０１００のように、Ｓ９００２で本体フレーム１０１０１が選択された場合
には、残り５つの本体フレームが画面から消去される。
【００７０】
　以上述べたように、本実施形態によれば、再生装置において、特定区間が決定され、特
定区間に含まれる本体フレームが外部装置から取得される。それにより、再生装置を用い
て所望のフレームを選択する際に、プロキシフレームだけでなく、特定区間の本体フレー
ムが使用可能となる。その結果、所望のフレームが高精度に選択可能となる。例えば、所
望のフレームが本体フレームであり、且つ、所望のフレームに対応するプロキシフレーム
が存在しない場合において、所望のフレームでないプロキシフレームが、所望のフレーム
として誤選択されることを抑制することができる。
【００７１】
　なお、第１選択処理が行われる際に、プロキシ動画のフレームレートが本体動画のフレ
ームレートよりも低いことに関する情報（通知情報）が、ユーザに通知されてもよい。図
１１は、本実施形態に係るシステムの処理フローの一例を示すフローチャートである。図
１１は、通知処理が再生装置１０００によって行われる場合の処理フローを示す。通知処
理では、上述した通知情報がユーザに通知される。例えば、プロキシ動画では一部の本体
フレームが間引かれていることを示す情報、プロキシ動画のフレームレートと本体動画の
フレームレートとを示す情報、等が通知情報として通知される。本体フレームを取得しな
ければ所望のフレームを高精度に選択できないことを示す情報、本体フレームを取得する
処理が第１選択処理後に行われることを示す情報、等が通知情報として通知されてもよい
。
【００７２】
　まず、Ｓ１１００１にて、制御部１００１が、ユーザ操作に応じて、所望のフレームを
選択する機能であるフレーム選択機能を起動（有効化）する。次に、Ｓ１１００２～Ｓ１
１００５の処理が行われる。Ｓ１１００２～Ｓ１１００５の処理は、図７のＳ７００２～
Ｓ７００５の処理と同じであるため、Ｓ１１００２～Ｓ１１００５の処理についての説明
は省略する。Ｓ１１００５の次に、Ｓ１１００６にて、制御部１００１が、上述した通知
処理を行う。具体的には、図１２に示すように、制御部１００１は、通知処理として、各
プロキシフレームのサムネイル画像が配置されたサムネイルビュー画像を表示し、且つ、
間引かれた本体フレームのサムネイル画像の代わりに破線１２０００を表示する表示制御
を行う。間引かれた本体フレームの数と時間位置は、間引き数Ｎから判断できる。サムネ
イルビュー画像は、例えば、図８のＧＵＩ画像である。このような表示制御が行われるこ
とにより、ユーザが選択フレームを指定する際に、本体動画から一部の本体フレームが間
引かれていることを容易に把握することができる。
【００７３】
　なお、Ｓ１１００２～Ｓ１１００５の処理は、図７のＳ７００２～Ｓ７００５の処理と
同じであるため、Ｓ７００２～Ｓ７００５の処理は省略されてもよい。例えば、Ｓ１１０
０６の処理の次に、図７のＳ７００１，Ｓ７００６～Ｓ７００９の処理が行われ、その後
、図９の処理フローが行われてもよい。
【００７４】
　なお、通知処理は上述した表示制御に限らない。例えば、間引かれた本体フレームを示
すグラフィック画像として、破線１２０００ではない他のグラフィック画像（所定のアイ
コンなど）が使用されてもよい。また、通知処理として、通知情報が記述されたテキスト
画像を表示する表示制御が行われてもよい。また、画像表示以外の方法で通知情報が通知
されてもよい。例えば、音声出力、ランプの点灯、等により、通知情報が通知されてもよ
い。通知情報をユーザが把握できれば、どのような方法で通知情報がユーザに通知されて
もよい。
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【００７５】
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこの特定の実
施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に
含まれる。例えば、図９のＳ９００３の処理、図１１のＳ１１００６の処理、等が省略さ
れてもよい。また、複数のプロキシフレームのみから所望のフレームを選択する処理Ｐ１
と、複数のプロキシフレームおよび対象本体フレームを含む複数のフレームから所望のフ
レームを選択する処理Ｐ２とが切り替えて実行可能であってもよい。例えば、処理Ｐ１を
実行する動作モードと、処理Ｐ２を実行する動作モードとのいずれかを再生装置が設定可
能であってもよい。そして、再生装置が、設定された動作モードに対応する処理を実行し
てもよい。また、再生装置が、処理Ｐ１を実行するか、処理Ｐ２を実行するかを、ユーザ
に問い合わせてもよい。そして、再生装置が、ユーザによって指定された処理を実行して
もよい。
【００７６】
　＜その他の実施形態＞
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　１０００，５００２：再生装置　１００１：制御部　１００６：通信部

【図１】 【図２】
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